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⑩ 有期労働契約の更新時に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場

合に、無期労働契約への転換後も従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができ

る旨の別段の定めをすることは差し支えないと解されます。 

また、無期労働契約に転換した後における解雇については、個々の事情により判断されるものです

が、一般的には、勤務地や職務が限定されている等労働条件や雇用管理がいわゆる正社員と大きく

異なるような労働者については、こうした限定等の事情がない、いわゆる正社員と当然には同列に扱

われることにならないと解されます。 
 

⑪ 法第１８条第２項は、同条第１項の通算契約期間の計算に当たり、有期労働契約が不存在の期間（以下

「無契約期間」といいます。）が一定以上続いた場合には、当該通算契約期間の計算がリセットされる

こと（いわゆる「クーリング」）について規定したものです。 

法及び「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令」（平成 ２４年厚生労

働省令第１４８号。以下「基準省令」といいます。）の規定により、同一の有期契約労働者と使用者との

間で、１か月以上の無契約期間を置いて有期労働契約が再度締結された場合であって、当該無契約期

間の長さが次のⅰ）、ⅱ）のいずれかに該当するときは、当該無契約期間は法第１８条第２項の空白期

間に該当し、当該空白期間前に終了している全ての有期労働契約の契約期間は、同条第１項の通算契

約期間に算入されない（クーリングされる）こととなります。 

なお、無契約期間の長さが１か月に満たない場合は、法第１８条第２項の空白期間に該当することはな

く、クーリングされません（基準省令第２条。⑭参照）。 
 

i） ６か月以上である場合 

ii） その直前の有期労働契約の契約期間（複数の有期労働契約が間を置かずに連続している場合又は基

準省令第１条第１項で定める基準に該当し連続するものと認められる場合にあっては、それらの有期

労働契約の契約期間の合計）が１年未満の場合にあっては、その期間に２分の１を乗じて得た期間（１

か月未満の端数は１か月に切り上げて計算します。）以上である場合 
 

また、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、ク

ーリング期間経過後に再雇用することを約束して雇止めを行うことは、 

「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図る」という法第１８条の趣旨に照ら

して望ましいものではありません。 
 

⑫ 基準省令第１条第１項は、法第１８条第２項の「契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働

省令で定める基準」を規定したものです。具体的には、次のⅰ）から ⅲ）までのとおりです。 

なお、➃ⅰ）のとおり、６か月以上の空白期間がある場合には当該空白期間前に終了している全ての

有期労働契約の契約期間は通算契約期間に算入されません。このため、通算契約期間の算定に当た

り、基準省令第１条第１項で定める基準に照らし連続すると認められるかどうかの確認が必要となる

のは、労働者が無期転換の申込みをしようとする日から遡って直近の６か月以上の空白期間後の有

期労働契約についてです。 

ⅰ）最初の雇入れの日後最初に到来する無契約期間から順次、無契約期間とその前にある有期労働契約

の契約期間の長さを比較し、当該契約期間に２分の１を乗じて得た期間よりも無契約期間の方が短い場

合には、無契約期間の前後の有期労働契約が「連続すると認められるもの」となり、前後の有期労働契約

の契約期間を通算します。 

ⅱ）ⅰ）において、無契約期間の前にある有期労働契約が他の有期労働契約と間を置かずに連続してい

る場合、又は基準省令第１条第１項で定める基準に該当し連続すると認められるものである場合について

は、これら連続している又は連続すると認められる全ての有期労働契約の契約期間を通算した期間と、

無契約期間の長さとを比較します。 


